
登録更新申請書の申請方法・手数料の納付方法
＜提出方法（１）：日本貸金業協会へ郵送＞

貸
金
業
者

日
本
貸
金
業
協
会

茨
城
県
産
業
政
策
課

登録更新申請書提出
（郵送）

（形式審査後）
申請書類
一式送付①申請書を提出する
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電子納付で
申請手数料納付

【支払方法】
（１）ペイジー（インターネットバンキング）
（２）ペイジー（金融機関ATM（現金払い可））
（３）クレジットカード

上記いずれかの方法でお支払いください。

②手数料を納付する



登録更新申請書の申請方法・手数料の納付方法
＜提出方法（２）：日本貸金業協会へ持参＞
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登録更新申請書提出
（持参）

（形式審査後）
申請書類
一式送付①申請書を提出する
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電子納付で
申請手数料納付

【支払方法】
（１）ペイジー（インターネットバンキング）
（２）ペイジー（金融機関ATM（現金払い可））
（３）クレジットカード

上記いずれかの方法でお支払いください。

②手数料を納付する



登録更新申請書の申請方法・手数料の納付方法
＜提出方法（３）：いばらき電子申請・届出サービス＞

①申請書を提出する
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電子納付で
申請手数料納付

【支払方法】
（１）ペイジー（インターネットバンキング）
（２）ペイジー（金融機関ATM（現金払い可））
（３）クレジットカード

上記いずれかの方法でお支払いください。

②手数料を納付する

４⃣受理通知メール送付

貸金業者

茨城県産業政策課 日本貸金業協会
（形式審査後）

３⃣申請書類一式送付

２⃣申請書類送付
１⃣登録更新申請書提出

（電子申請）

貸金業者


